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○「大阪府相談支援専門員人材育成ビジョン」を踏まえ、令和元年度から養成している主任相談支援専門

員の活動状況を把握し、課題の整理を行うとともに、市町村における障がい児者の相談支援等に関する

実施状況の把握・分析を行った。 

令和 3年度に向けて、相談支援専門員の人材養成や相談支援体制につなげていくための方向性等を検

討した。 

 

【実施内容】 

○市町村における相談支援体制の把握（アンケートの実施） 

○主任相談支援専門員の活動状況の把握及び課題の整理（アンケート及びフォローアップの実施） 

○大阪府が求める主任相談支援専門員としての具体的な役割等の検討 

 ○市町村の先行取組事例等の収集 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各部会の取組状況について（令和２年度） 

■ 令和２年度の検討結果の概要 

 

 

 

 

＜部会等の検討テーマ／令和２年度中の到達目標＞ 

「大阪府相談支援専門員人材育成ビジョン」に基づき、地域における相談支援専門員の資質向上をめざすとともに、地域で中心となって地域づくりを担う

主任相談支援専門員について、大阪府における役割を明確化することにより地域における相談支援体制の強化・充実を図る。 

 

 
 

 

【第１回 令和３年３月開催】 

（書面開催） 

・ケアマネジメント推進部会での検討事項

について 

・市町村における障がい児者の相談支援に

関する実施状況について 

・主任相談支援専門員の活動状況について 

《令和 3 年度以降、継続審議》 

 

 

資料２ 

■ ケアマネジメント推進部会 

■ 令和２年度の開催実績 
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○大阪府の高次脳機能障がい支援拠点機関である「障がい者医療・リハビリテーションセンター」及び堺

市の支援拠点機関である「堺市立健康福祉プラザ生活リハビリテーションセンター」における取組内容

について、報告を行った。 

 

〇高次脳機能障がい支援事例集の完成 

  府内の障がい福祉サービス事業所の支援に関する実態を具体的に把握することを目的として、平成 30

年 7 月に実施した府内事業所アンケートの分析結果と事業所へのヒアリングをもとに、高次脳機能障が

いのある方に対する支援事例集『高次脳機能障がいのある方への支援ヒント集～府内事業所の実践例よ

り～』案を作成、第１回部会で委員の意見聴取。第２回部会で委員からの承認を得た。 

 

 

 

  

 

 

＜部会等の検討テーマ／令和２年度中の到達目標＞ 

高次脳機能障がい者への支援の実態にかかる調査結果の分析を行い、支援に関する課題を具体的に把握するとともに、障がい福祉サービス事業所を対象と

したコンサルテーション事業、研修事業等により地域の支援力向上を図る。また、普及啓発事業により、当事者・家族・支援者のみならず、府民に対する高

次脳機能障がいの理解促進を目指す。 

 

 

 

■ 高次脳機能障がい相談支援体制連携調整部会（高次脳機能障がい支援体制整備検討 WG 含む） 

■ 令和２年度の検討結果の概要 

 

 

 

 

 

【第１回部会 令和２年８月１４日】 

（書面開催） 

・令和元年度事業報告について 

・令和２年度事業計画及び今後の方向性につ

いて 

・高次脳機能障がいのある方に対する支援事

例集『高次脳機能障がいのある方への支援

ヒント集』案について 

 

【第２回部会 令和３年３月開催】 

（書面開催） 

・高次脳機能障がいのある方に対する支援事

例集『高次脳機能障がいのある方への支援

ヒント集～府内事業所の実践例より～』に

ついて 

・令和３年度 事業計画（案）について 

 

 

■ 令和２年度の開催実績 

 

※関連資料「別添２」 
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＜部会等の検討テーマ／令和２年度中の到達目標＞ 

○ 平成 29年度に策定した「新・発達障がい児者支援プラン」（以下、「現行プラン」という。）に基づき発達障がい児者支援に取り組んでいる。 
○ 現行プランに基づく施策の効果検証及び評価作業を実施するとともに現行プラン終了後、令和 2 年度末に策定する第 5 次障がい者計画に基づく発達障
がい児者支援施策について検討を行う。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■発達障がい児者支援体制整備検討部会 

【第１回８月 12 日開催】 

・第５次障がい者計画に基づく発達障がい児者

支援施策 

・令和２年度の主な取組について 

【第２回１月 14 日開催】 

・市町村における取組状況 

・現行プランに基づく取組の評価の作成につい

て など 

【第３回３月 26 日開催（予定）】 

・現行プランに基づく取組の評価（案） など 

 

■こどもＷＧ 

【第１回９月４日開催】 

・ライフステージに応じた第５次障がい者計画

に基づく発達障がい児者支援施策 など 

【第２回 2 月 2 日書面開催】 

・市町村における取組状況 

・現行プランに基づく取組の評価の作成につい

て など 

 

■成人ＷＧ 

【第１回９月９日開催】 

・ライフステージに応じた第５次障がい者計画

に基づく発達障がい児者支援施策 など 

【第２回 2 月 2 日書面開催】 

・市町村における取組状況 

・現行プランに基づく取組の評価の作成につい

て など 

 

 

 

■現行プランにおける発達障がい児者支援施策の評価について 

○ 現行プランに基づき、取り組んできた発達障がい児者支援施策について、令和 2 年度末までに取り組

んだ内容をもとに評価（案）を作成。 

 

■「第 5 次障がい者計画」における発達障がい児者支援について 

○ 本部会からの提言を踏まえ、現行プラン（計画期間：平成 30年度から令和 2 年度）終了後の発達障

がい児者支援施策について検討を行い、第 5次障がい者計画（計画期間：令和 3年度から 8 年度）に反

映させる予定。 

（発達障がい児者支援施策推進の方向性） 

１ 早期気づきと早期発達支援の充実 

２ 子どもの時期の支援体制の充実 

３ 教育分野（小・中・高・支援学校）における支援の充実 

 ４ 就労支援と就労継続のための生活支援の充実 

 ５ 地域生活支援の充実 

 ６ 医療機関での初診待機解消等  

７ 家族支援の充実 

 ８ ライフステージを通じた一貫した支援のための取組 

 ９ 発達障がい理解のための取組 

（これからの発達障がい児者支援に必要な新しい視点の考察） 

10 大学における支援 

 11 司法関係における支援 

 12 大人の支援 

 13 発達障がい未診断者への支援（いわゆる「グレーゾーン」の支援） 

 

＜掲載 URL：大阪府の発達障がい児者支援の取組＞ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/hattatsusyogai_osaka/index.html 

■ 発達障がい児者支援体制整備検討部会（こどもＷＧ・成人ＷＧ含む） 

■ 令和２年度の開催実績 

 

■ 令和２年度の検討結果の概要 

 

 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/hattatsusyogai_osaka/index.html
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■障がい者虐待防止推進部会 

【第１回 令和３年３月１９日開催】 

・大阪府及び市町村の取組みについて 

 ・各関係機関の取組み状況について 

 

 

■ 令和２年度の開催実績 

 

 

 

 

○障がい者虐待防止推進部会において、大阪府の障がい者虐待の対応状況の概要と取組みについて報告を

行い、大阪府・市町村・関係機関の連携強化方策などについて意見交換を実施する。（本部会は障害者虐

待防止法第 39 条の「都道府県における関係機関との連携協力体制の整備」の趣旨をふまえ設置） 

■大阪府の障がい者虐待対応に関する取組みについて報告。 

①市町村の虐待対応力の向上 

・市町村職員向け障がい者虐待防止研修の実施（基礎・管理職及び現任向け） 

・障がい者虐待対応市町村検討会を書面にて開催し、市町村／虐待防止センター職員が自主的に研修

できるテキストの作成（使用者虐待における対応スキームと実務編） 

  ・専門性強化事業の実施 

・市町村指導において、個別の虐待ケースの対応状況等の確認 

②障がい福祉サービス事業所の虐待防止 

・障がい福祉サービス事業所向け障がい者虐待防止研修の実施（YouTube 動画、e-ラーニングを 

活用しオンラインで開催） 

・障がい福祉サービス事業所に対する実地指導、集団指導 

③その他 

・使用者虐待における大阪労働局との連携、DV 対応や成年後見に関する連携の他、府障がい者自立相

談支援センターでの研修講師としての出講。 

■市町村の障がい者虐待対応に関する取組みについて報告（寝屋川市） 

■各関係機関の障がい者虐待防止に係る取組み状況について、委員より報告 

 

＜掲載 URL：大阪府障がい者自立支援協議会障がい者虐待防止推進部会の概要＞ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/gyakutaiboushi_bukai.html 

 

■ 令和２年度の検討結果の概要 

 

 

 

 

 

＜部会等の検討テーマ／令和２年度中の到達目標＞ 

厚生労働省「障害者虐待防止法に基づく令和元年度の対応状況等に関する調査」における大阪府の状況と虐待対応の取組みを報告し、今後の障がい者虐待防

止施策について検討を進める。 

■ 障がい者虐待防止推進部会 ※関連資料「別添３」 

http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikiseikatsu/shogai-chiki/gyakutaiboushi_bukai.html
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＜部会等の検討テーマ／令和２年度中の到達目標＞ 

第 4 次大阪府障がい者計画（後期計画）の最重点施策である「入所施設や精神科病院からの地域生活への移行の推進」を着実に進めるため、府の取組

み内容及び市町村の取組み等の進捗状況について報告し、今後の障がい者の地域移行施策について課題整理を行う。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 地域支援推進部会（精神障がい者地域移行推進 WG・基盤整備促進 WG 含む） 

） 

 

 

■地域支援推進部会 

【第１回 令和３年２月１８日開催】 

（書面開催） 

・ 第 5 期大阪府障がい福祉計画の進捗状況

について 

・ 重度知的障がい者地域生活支援体制整備

モデル事業について 

・ 長期入院精神障がい者の退院促進につい

て 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 令和２年度の開催実績 

 

 

 

◆地域支援推進部会（令和 3 年 2 月 18日（木）書面開催） 

○第 5期大阪府障がい福祉計画の地域移行に関する進捗状況等を報告するとともに専門的見地からのご意

見を伺った。 

 

○基盤整備促進 WG での議論をもとに実施している「重度知的障がい者地域生活支援体制整備モデル事業」

の成果を報告するとともに、次年度から実施予定の「重度知的障がい者地域生活支援体制整備事業」に

ついて専門的見地からのご意見を伺った。 

 

○精神障がい者地域移行推進 WG での議論をもとに実施している「長期入院精神障がい者退院支援強化事

業」について報告するとともに、専門的見地からのご意見を伺った。 

 

＜実施事業＞ 

◆長期入院精神障がい者退院支援強化事業（令和 2 年度から令和 4年度の予定） 

○ 平成 29年度より実施していた「長期入院精神障がい者退院促進事業」での取組みに加え、令和 2 年度

より、寛解や院内寛解状態でも退院後の支援先が決まらない等の対応が難しい個別ケースの伴奏支援を

行い、支援先につなぐ取組みを実施。 

 

◆重度知的障がい者地域生活支援体制整備モデル事業（令和 2 年度） 

○ 重度知的障がいにも対応したグループホームを確保するため、重度知的障がいで行動障がいを有する者

を既にグループホームで受け入れて支援を行っている法人の協力を得て、参加事業者に対してコンサル

テーションや実地研修を実施した。その結果、参加した事業者の「障がい特性の理解」「特性に基づいた

環境調整等」の専門性の向上がみられたため、次年度以降も事業を継続して取組む予定。 

 

＜掲載 URL：大阪府障がい者自立支援協議会地域支援推進部会の開催状況＞ 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shisetsufukushi/chiikibukai/kaisai.html 

 

■ 令和２年度の検討結果の概要 

 

http://www.pref.osaka.lg.jp/shisetsufukushi/chiikibukai/kaisai.html
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【就労支援部会】 

○第５期障がい福祉計画のＰＤＣＡサイクル管理用シート及び令和元年度就労人数調査の結果をも

とに、計画に掲げる目標・見込み量について、令和元年度実績の評価・改善等を審議した。 

 〇第 5 次大阪府障がい者計画の成果目標について報告し、意見聴取した。 

 〇平成 30年度及び令和元年度に実施した、「就労移行等連携調整事業」について報告し、部会とし

ての中間評価を取りまとめ、次年度以降の施策の推進方向や具体的取組みについて、審議した。 

 ○「障害者等の職場環境整備等支援組織（障がい者分野）」の取組みについて、意見聴取した。 

 〇精神障がい者社会生活適応訓練事業について報告を行い、次年度以降の施策の推進方向や具体的取

組みについて、意見聴取した。 

＜Ｒ3.3 月開催予定＞ 

 〇第５次大阪府障がい者計画の成果目標の達成に向けた取組みについて意見聴取する。 

 

 

【工賃向上計画の推進に関する専門委員会】 

○平成３０年度から平成３２年度までを計画期間とした工賃向上計画に基づく、工賃向上計画支援事

業についての総括と令和３年度以降の具体的取組みについて審議した。 

○目標工賃額（第 5次大阪府障がい者計画における成果指標）の設定について方向性と具体的取組

等について意見を聴取した。 

○令和 3 年度からの工賃向上計画における工賃目標及び工賃向上支援事業について、審議した。 

＜Ｒ3.3 月開催予定＞ 

 ○現行の工賃向上計画及び事業の評価を行うとともに令和 3 年度からの工賃向上計画の策定と今後

の取組みについて審議する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜部会等の検討テーマ／令和２年度中の到達目標＞ 

[テーマ]就労支援、関係機関のネットワーク充実、工賃向上支援 

  [到達目標]・障がい者の就労支援施策や関係機関のネットワークの充実について審議することで、第４次障がい者計画の最重点施策である「障がい者の

就労支援の強化」を推進する。 

       ・第 5 次障がい者計画の成果目標達成のための具体的な取組について総括し、中間評価を行う。 

       ・福祉施設で働く障がい者の賃金向上を図る。 

 

■ 就労支援部会（工賃向上委員会含む） 

■ 令和２年度の開催実績 

 

 

■ 令和２年度の検討結果の概要 

 

 

 

 

 

■就労支援部会 

【第 1 回 ９月１０日開催】 

 ・令和 2 年度の主な検討内容 

 ・第５期大阪府障がい福祉計画に係る令和元年度成果目

標及び活動指標達成状況について 

・令和 3 年度以降の就労支援に係る取組の検討について 

【第２回 １月 25 日から 2 月 5 日まで（持ち回り開催）】 

 ・令和３年度以降の就労移行等連携調整事業について 

・障害者等の職場環境整備等支援組織の取組みについて 

・精神障がい者社会生活適応訓練事業について 

【第３回 3 月 26 日開催（予定）】 

 ・次年度における障がい者就労支援の取組みについて 

 

■工賃向上計画の推進に関する専門委員会 

【第１回 ９月１４日開催】 

・工賃向上計画支援事業の進捗状況について 

・優先調達の効果の見える化について 

【第２回 １２月 21 日開催】 

・令和元年度 工賃実績調査について 

・次期工賃計画における工賃目標について（素案） 

・新たな工賃向上支援事業について 

【第３回 ３月 23 日開催（予定）】 

・次期工賃向上計画について 

 

■ 令和２年度の開催実績 
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【医療的ケア児に関する実態調査について】 

・令和元年度に、部会として、大阪府における医療的ケア児の全体数を把握するため「医療的ケア児に関

する実態調査」を行うことを決定し、令和 2年度第 1 回部会において調査票の内容を決定した。 

・令和 2年 12月に医療機関（在宅療養支援病院・診療所 1,915 か所、小児科のある病院 135 か所）へ

調査票を配布し、70.4％（※小児科のある病院 135 病院及び普段よく医ケア児を受け入れておられる

主だった診療所から全て回答があったため、概ね正確な数と考える）の医療機関から回答を得た。調査

結果によると大阪府内の医療的ケア児（0～19歳）は 1,757 名であり、従来の国の推計等よりも多い

ことがわかった。数字については、今後の施策検討に生かすとともに、市町村別の数字も抽出したので、

今後、市町村に提供し、医療的ケア児のリスト作成を働きかけていく。 

 

【医療的ケア児者等支援ハンドブックについて】 

・多くの医療的ケア児者や重症心身障がい児者の方が在宅で生活を送っていくなかで、障がい福祉サービ

ス、制度等は複雑で多岐にわたる。行政機関の窓口、福祉・医療制度の内容、どのようなサービスが利

用できるかなど、当事者の方及びそのご家族の方へわかりやすくまとめたハンドブックを作成すること

とし、令和２年度第１回部会において素案をもとに議論し、第２回部会にて内容を決定した。今後、関

係機関を通じ、当事者の方々に周知を行い、日常生活に役立てていただく。 

 

【医療依存度の高い重症心身障がい児者等の支援に関わるコーディネーターについて】 

・第 2回部会において、府内 43市町村におけるコーディネーターの配置状況及び活動状況に関する調査

結果について共有した。令和元年度に部会で議論したコーディネーターの役割について、令和２年度の

コーディネーター研修の実施状況、コーディネーターの配置及び活動状況を踏まえ引き続き議論。今後、

コーディネーターの役割や活動内容を踏まえ、医療的ケア児等コーディネーターの養成、配置されたコ

ーディネーター同士の情報共有等について検討していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜部会等の検討テーマ／令和２年度中の到達目標＞ 

医療依存度の高い重症心身障がい児者等とその家族が安心して地域生活を送れるよう、医療依存度の高い重症心身障がい児者等の支援に関わる各分野の専

門家と地域の課題や対応策について検討を行う。 

 

 

■ 令和２年度の検討結果の概要 

 

 

 

■ 医療依存度の高い重症心身障がい児者等支援部会 

 

 

 

【第 1回 令和 2 年 11月 18 日】 

・ 医療的ケア児に関する実態調査 

・ 令和 2年度の府の取組み 

・ 医療的ケア児者等支援ハンドブック       

など 

                

 

【第２回 令和３年 2 月 17 日】 

・ 医療的ケア児に関する実態調査 

・ 医療的ケア児者等支援ハンドブック 

・ 医療的ケア児等コーディネーターの配

置状況及び活動状況について 

  など 

        

        

■ 令和２年度の開催実績 

 

※関連資料「別添４」 


